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東北大学病院歯科医師臨床研修プログラム 

（単独型プログラム・複合型プログラム共通） 

 

Ⅰ．東北大学病院概要 

 

施 設 名 ： 東北大学病院 

開 設 者 ： 国立大学法人東北大学 

管理者名 ： 病院長  亀井 尚 

所 在 地 ： 〒９８０－８５７４ 仙台市青葉区星陵町１番１号 

           

 

東北大学病院（歯科部門）の沿革・特徴 

 昭和４０年、東北・北海道地区で最初の国立歯学教育機関として、東北大学に歯学部が設

置され、昭和４２年に歯学部附属病院が開設された。その後、東北地区で唯一の国立大学法

人歯科医療機関として、教育、研究および歯科医療の中核を担ってきた。 

 開院後、順次、診療科・治療部が増設され、平成１４年４月以降は口腔育成系、口腔維持

系、口腔修復系、口腔回復系の４大診療科および総合歯科診療部、感染予防対策治療部、顎

口腔機能治療部、障害者歯科治療部、高齢者歯科治療部、顎顔面口腔再建治療部の６治療部

に整備された。コ・デンタル部門としては、臨床検査室、放射線室、技工室、薬剤部、看護

部、歯科衛生士室等があり、充実した陣容で歯科医療を支えてきた。 

平成１９年２月には、歯学部附属病院の病棟４０床が、隣接する東北大学病院（医科部門）

に移転したことに伴い、歯学部附属病院の名称は一時、東北大学病院附属歯科医療センター

に変更された。 

平成２２年１月には、東北大学病院新外来棟に歯科医療センターの外来機能が全て移転

し、名実ともに医科と歯科の統合が完了した。これ以降は、東北大学病院（歯科部門）とい

う名称の下、「先進の医療を優しさとともに」を基本理念に、臨床歯学の教育・研究に重点

を置きながら、規範的で指導的な診療機関としての使命を果たすため、質の高い診療を行う

とともに卒後研修教育や生涯教育にも積極的に取り組んでいる。なお、歯科部門では令和３

年度から、診療科・部の組織改編がなされている。

令和８年度版 
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歯科部門 各診療科・部の科長および部長 

 

口腔育成系診療科 

      矯正歯科    科  長    金 髙 弘 恭 

小児歯科    科  長  齋 藤   幹 

 

口腔維持系診療科 

     口腔支持療法科   科長（兼）  飯久保 正 弘 

顎口腔画像診断科  科  長  飯久保 正 弘 

    歯科顎口腔外科   科  長  山 内 健 介 

    歯科顎口腔外科   科  長  杉 浦   剛 

    歯科麻酔疼痛管理科  科  長  水 田 健太郎 

 

口腔修復系診療科 

歯内療法科    科  長  齋 藤 正 寛 

咬合修復科    科  長  江 草   宏 

 

口腔回復系診療科 

    咬合回復科       科  長  依 田 信 裕 

     歯周病科    科  長  山 田   聡 

口腔機能回復科   科  長  服 部 佳 功 

 

        総合歯科診療部        部  長  小 川   徹 

    歯科医療管理部     部長（併）  江 草   宏 

顎口腔機能治療部    部長（兼）  金 髙 弘 恭 

障がい者歯科治療部    部長（併）  水 田 健太郎 

周術期口腔健康管理部   部長（併）  飯久保 正 弘 

顎顔面口腔再建治療部   部長（併）  依 田 信 裕 
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Ⅱ．臨床研修プログラム（単独型プログラム・複合型プログラム共通） 

 

１． 臨床研修の目標 

国民の顎口腔の健康保持と増進を支援し、かつ歯科医学ならびに歯科医療の進歩・

発展に寄与できる資質の高い歯科医師となるために、必要不可欠な知識および技術を

習得することを目標とする。 

 

２．研修プログラムの特色 

東北大学病院（歯科部門）では、東北大学歯学部の伝統である「考える歯科医師の養

成」という基本理念のもと、診断から治療さらにその後の管理に至る過程を科学的に考

究し、全人的な医療を実践できる高い汎用力を有する歯科医師の育成を行っている。特

に、総合診療研修においては、１人の研修歯科医が数名の一般患者を担当し、患者が有

する各種口腔疾患について、治療方針の立案から診療、管理まで総合的に行う「一口腔

一単位制」を採用している。また、このプログラムを円滑に運営し、各科の指導歯科医

が連携して有機的な臨床研修を実践できる体制を整えるため、臨床研修に対応する総

合歯科診療室に指導歯科医が常駐する「ワンフロア方式」を採用している。 

一方、年度途中で、協力型（Ⅰ）臨床研修施設における５ヵ月間の研修を行う複合

型プログラムでは、東北大学病院（歯科部門）とは異なる地域あるいは別種の医療施

設において、異なる指導歯科医の下で歯科医療を経験することにより、医療人として

の幅広い見識や技術の習得を目指している。このため、医学部附属病院や地域拠点病

院の歯科口腔外科から、仙台市や他地域の一般開業歯科医院まで、多種、多様な協力

型（Ⅰ）臨床研修施設（一部で協力型（Ⅱ）臨床研修施設の補完あり）を揃え、研修

歯科医の多様なニーズに応えられる体制を整えている。 

 

３．研修プログラムの名称と研修期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

１）東北大学病院歯科医師臨床研修単独型プログラム 

１２ヵ月間、東北大学病院で総合研修を行う。 

２）東北大学病院歯科医師臨床研修複合型プログラム 

ＡコースとＢコースの２種類がある。Ａコースは、前半５ヵ月間（５月～９月）

に協力型（Ⅰ）臨床研修施設で、Ｂコースは後半５ヵ月間（１０月～翌年２月）

に協力型（Ⅰ）臨床研修施設で、それぞれ総合研修を行うこととし、それ以外の

期間は東北大学病院で総合研修を行う。 

なお、協力型（Ⅱ）臨床研修施設において協力型（Ⅰ）臨床研修施設の研修を  

２週間、補完する場合がある。 
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プログラム名 
定 

員 

令和８年度 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

単独型 

プログラム 

42 

名 

予
備
研
修 

東北大学病院 

複合型 

プログラム 

Ａ 

18 

名 

協力型(Ⅰ)臨床研修施設 

一部、協力型（Ⅱ）臨床研修

施設で2週間 

東北大学病院  

研
修
総
括 

Ｂ 東北大学病院 

協力型(Ⅰ)臨床研修施設 

一部、 協力型（Ⅱ）臨床研
修施設で2週間 

 

３）プログラム責任者 

   ○単独型プログラム 小川  徹 ･･･････････････ 総合歯科診療部・教授 

        （副）泉田 明男  ･･･････ 総合歯科診療部・助教 

（副）加地  仁  ･･･････ 総合歯科診療部・助教 

   ○複合型プログラム 小川  徹 ･･･････････････ 総合歯科診療部・教授 

 

４．研修施設の指導体制 

指導歯科医の指導監督の下、上級歯科医による屋根瓦方式を基本とする。  

１）単独型・管理型臨床研修施設 

（１）東北大学病院（歯科部門） 

  プログラム責任者：総合歯科診療部長 小川 徹  

診療科（歯科部門）：歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 

各科・部長は、研修主任指導者（当該科・部に関わる臨床経験７年以

上）および指導歯科医（当該科・部に関わる臨床経験５年以上）を選出

し、当該科・部における研修の責任を負う。 

 ２）協力型（Ⅰ）臨床研修施設 

  （１）弘前大学医学部附属病院 

    研修実施責任者：歯科口腔外科 科長・教授 小林  恒 

指導歯科医：    〃          （他１名） 

  （２）東北公済病院 

研修実施責任者：歯科口腔外科 総括部長 橋元 亘 

指導歯科医：    〃          （他１名）   
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  （３）医療法人社団 飯淵歯科医院 

研修実施責任者：院 長 飯淵 信也 

指導歯科医：    〃    （他２名） 

 （４）医療法人社団青葉会 かさはら歯科医院 

研修実施責任者：理事長 笠原 一規 

指導歯科医：    〃    （他１名） 

  （５）医療法人尚歯会 いさはい歯科医院 

研修実施責任者：理事長 砂盃  清 

指導歯科医：    〃    （他３名） 

  （６）蕨セントラル歯科・矯正歯科 

研修実施責任者：理事長 金子 博寿 

指導歯科医：    〃    （他１名） 

  （７）岡崎友愛歯科 

研修実施責任者：院 長 千賀 勝広 

指導歯科医：    〃    （他１名） 

  （８）近藤歯科医院 

研修実施責任者：院 長 近藤公一郎 

指導歯科医：    〃 

 （９）いずみ中山歯科 

研修実施責任者：院 長 佐々木章子 

指導歯科医： 佐々木金也 

  （10）医療法人安心会 佐藤歯科医院 

研修実施責任者：理事長 佐藤  博 

指導歯科医：    〃     （他１名） 

  （11）公益財団法人宮城厚生協会 古川民主病院 

研修実施責任者：歯科医長 藤村 祥子 

指導歯科医：    〃     （他２名） 

（12）松島医療生活協同組合 松島海岸診療所 

研修実施責任者：所 長 遠藤 直樹 

指導歯科医：      〃 

  （13）医療法人社団 日吉歯科診療所 

研修実施責任者：理事長 熊谷  崇 

指導歯科医：      〃 

  （14）かんざき歯科医院 

    研修実施責任者：院 長 菅崎 紳 

指導歯科医：      〃  
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  （15）医療法人東京堂 港町歯科クリニック 

研修実施責任者：院 長 佐藤 暢也 

指導歯科医：      〃   （他１名） 

   (16) 岸川デンタルオフィス 

    研修実施責任者：院 長 岸川 壮至 

指導歯科医：      〃 

  （17）仙台十七歯科医院 

研修実施責任者：院 長 松井 有恒 

指導歯科医：      〃    

   (18) 石巻赤十字病院 

    研修実施責任者：歯科口腔外科部長 樋口 景介 

指導歯科医：      〃    （他２名） 

  （19）東仙台歯科クリニック 

研修実施責任者：理事長 齋藤 慶介 

指導歯科医：      〃    

   (20) 仙台オープン病院 

    研修実施責任者：歯科医長 千葉 高大 

指導歯科医：      〃    （他１名） 

  (21)医療法人育成会 中央歯科クリニック 

     研修実施責任者：理事長 佐藤 奨 

     指導歯科医：      〃    （他１名） 

  (22)みさと歯科 

     研修実施責任者：院長 久保 圭 

     指導歯科医：      〃   

  (23)北四番丁神田歯科・矯正歯科 

     研修実施責任者：理事長 神田 佳明 

     指導歯科医：      〃   

  (24)あざみの総合歯科医院 

     研修実施責任者：理事長 今宮 圭太 

     指導歯科医：      〃   

  (25)医療法人社団煌道会ふなえ歯科クリニック 

     研修実施責任者：理事長 船江 剛史 

指導歯科医：      〃   

  (26)医療法人恵優会 おおたメディカルモール歯科 

     研修実施責任者：院長 高柳 範行 

     指導歯科医：      〃   
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  (27)医療法人恵優会 おおたモール歯科 

     研修実施責任者：院長 八木 大輔 

     指導歯科医：      〃   

  (28)医療法人恵優会 アシコタウン歯科 

     研修実施責任者：指導歯科医 近藤 由莉 

     指導歯科医：      〃   

  (29)医療法人社団 S.H.M.K. 市川ビルさとう歯科医院    

     研修実施責任者：理事長 佐藤 博章 

     指導歯科医：      〃   

  (30)仙台おとなこども歯科・矯正歯科 

     研修実施責任者：理事長 荒木 健太朗 

     指導歯科医：      〃   

３）協力型（Ⅱ）臨床研修施設 

  （１）長町病院附属歯科クリニック 

    研修実施責任者： 所長 菊地 大樹 

指導歯科医：   〃 

（２）今宮歯科医院 

研修実施責任者：理事 今宮 智恵子 

指導歯科医：      〃  

４）研修協力施設 

下記（１）から（５）のうち１施設において、１週間の地域歯科保健研修を受

ける。 

（１）仙台市青葉区保健福祉センター（保健所等） 地域歯科保健研修１週間 

研修実施責任者：所 長 松本 啓伸 

研修歯科医の指導を行う者：眞栁 弦 

（２）仙台市宮城野区保健福祉センター（保健所等）地域歯科保健研修１週間 

研修実施責任者：所 長 菅原 俊 

研修歯科医の指導を行う者： 鈴木 淳 

（３）仙台市若林区保健福祉センター（保健所等） 地域歯科保健研修１週間 

研修実施責任者：所 長 原 孝行 

研修歯科医の指導を行う者：天野 三榮子 

（４）仙台市太白区保健福祉センター（保健所等） 地域歯科保健研修１週間 

研修実施責任者：所 長 加藤 正典 

研修歯科医の指導を行う者：田所 大典  

（５）仙台市泉区保健福祉センター（保健所等）  地域歯科保健研修１週間 

研修実施責任者：所 長 都丸 晃彦 
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研修歯科医の指導を行う者：猪狩 和子 

 

５．研修目標 

Ａ．歯科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

（１）社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、社会の変遷に配慮した公正な医療の提供

及び公衆衛生の向上に努める。 

（２）利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先するとともに QOL に配慮し、患者の価

値観や自己決定権を尊重する。 

（３）人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接

する。 

（４）自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

Ｂ．資質・能力 

（１）医学・医療における倫理性 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する 。 

① 人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 

② 患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

③ 倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

④ 利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 

⑤ 診療、研究、教育の透明性を確保し、不正行為の防止に努める。 

（２）歯科医療の質と安全の管理 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する 。 

① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 

② 日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。 

③ 医療事故等の予防と事後の対応を行う。 

④ 歯科診療の特性を踏まえた院内感染対策について理解し、実践する。 

⑤ 医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む。）を理解し、自ら

の健康管理に努める。 

（３）医学知識と問題対応能力 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科

学的根拠に経験を加味して解決を図る。 

① 頻度の高い疾患について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応 
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を行う。 

② 患者情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて、患者の意向や生活の質に配慮し 

た臨床決断を行う。 

③ 保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。 

④ 高度な専門医療を要する場合には適切に連携する。 

（４）診療技能と患者ケア 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

① 患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収

集する。 

② 診察・検査の結果を踏まえ、一口腔単位の診療計画を作成する。 

③ 患者の状態やライフステージに合わせた、最適な治療を安全に実施する。 

④ 診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。 

（５）コミュニケーション能力 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

① 適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。 

② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい言葉で説明して、患者の主 

体的な意思決定を支援する。 

③ 患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 

（６）チーム医療の実践 

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

① 歯科医療の提供にあたり、歯科衛生士、歯科技工士の役割を理解し、連携を図る。 

③ 多職種が連携し、チーム医療を提供するにあたり、医療を提供する組織やチームの 

目的、チームの各構成員の役割を理解する。 

③ 医療チームにおいて各構成員と情報を共有し、連携を図る。 

（７）社会における歯科医療の実践 

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会

に貢献する。 

① 健康保険を含む保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。 

② 地域の健康問題やニーズ把握など、公衆衛生活動を理解する。 

③ 予防医療・保健・健康増進に努める。 

④ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 

⑤ 災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要について理解する。 

（８）科学的探究 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の

発展に寄与する。 

① 医療上の疑問点に対応する能力を身に付ける。 
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② 科学的研究方法を理解し、活用する。 

③ 臨床研究や治験の意義を理解する。 

（９）生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

医療の質の向上のために省察し、他の歯科医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育

成にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける 。 

① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 

② 同僚、後輩、歯科医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌等を含む。）を把握する。 

  

Ｃ.基本的診療業務 

研修歯科医は、総合診療研修および後述の高度専門研修において研修内容チェック表に

指定する症例を完了した際には指導歯科医の検印を受ける。症例として数えられない診療

については診療ごとに指導歯科医の検印を受け、同一の診療５回で１症例分とする。 

なお、各項目の目標症例数を目標として研修を行う。 

１）基本的診療能力等 

本項目は、「Ｂ．資質・能力」のうち、「（２）歯科医療の質と安全の管理」、「（３）医学知

識と問題対応能力」、「（４）診療技能と患者ケア」、「（５）コミュニケーション能力」に相当

する具体的な到達目標を示す。 

（１）基本的診察・検査・診断・診療計画 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 患者の心理的・社会的背

景を考慮した上で、適切

に医療面接を実施する。 

総合診療お

よび高度専

門研修 

外来で、新患の

初診時医療面

接を実施する。 

①～⑥を一

連として 8

症例 

チェック表 

② 全身状態を考慮した上

で、顎顔面及び口腔内の

基本的な診察を実施し、

診察所見を解釈する。 

口腔内や頭頸

部などの診察

を実施し、その

所見を解釈す

る。 

③ 診察所見に応じた適切な

検査を選択、実施し、検

査結果を解釈する。 

デンタルやパ

ノラマ撮影等

を実施し、その

検査結果を解

釈する。 

④ 病歴聴取、診察所見及び

検査結果に基づいて歯科

疾患の診断を行う。 

収集し情報を

踏まえ、診断を

行う。 
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⑤ 診断結果に基づき、患者

の状況・状態を総合的に

考慮した上で、考え得る

様々な一口腔単位の診療

計画を検討し、立案す

る。 

一口腔単位の

診療計画を検

討し、立案す

る。 

⑥ 必要な情報を整理した上

で、わかりやすい言葉で十

分な説明を行い、患者及び

家族の意思決定を確認す

る。 

患者の主体的

な意思決定を

確認する。 

（２）基本的臨床技能等 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 歯科疾患を予防するため

の口腔衛生指導、基本的な

手技を実践する。 

総合診療 TBI・

PMTC 

その他 

10回 

（2症例） 

チェック表 

② 一般的な歯科疾患に対応

するために必要となる基

本的な治療及び管理を実

践する。 

  

ａ.歯の硬組織疾患 レジン充填 

インレー 

5症例 

2症例 

ｂ.歯髄疾患 歯内療法 

知覚過敏処

置 

5症例 

5回 

（1症例） 

ｃ.歯周病 歯周治療 20回 

（4症例） 

ｄ.口腔外科疾患 抜歯（一部介

助含む） 

その他 

3症例 

ｅ.歯質と歯の欠損 クラウン・ブ

リッジ 

支台築造 

TeC作製・調

整等 

部分床義歯 

5症例 

 

5症例 

10回 

（2症例） 

2症例 



 12

全部床義歯 

義歯調整・ 

修理等 

その他 

1症例 

10回 

（2症例） 

ｆ.口腔機能の発達不全、

口腔機能の低下 

小児歯科特

別研修 

 

 

 

 

総合診療 

外来研修 1

週間（口腔機能

発達不全の症例

を含む小児の症

例の経験） 

口腔機能低

下症検査 

各 1症例 研修内容記

録 

チェック表 

③ 基本的な応急処置を実践

する。 

応急処置 予診係 

担当患者の

応急処置 

5回（1症例） 

 

チェック表 

④ 歯科診療を安全に行うた

めに必要なバイタルサイ

ンを観察し、全身状態を評

価する。 

総合診療 

 

バイタルサ

イン確認 

25 回（5 症

例） 

チェック表 

⑤ 診療に関する記録や文書

（診療録、処方せん、歯科

技工指示書等）を作成す

る。 

総合診療 診療毎に電

子カルテ上

で作成 

 

 研修内容記

録 

⑥ 医療事故の予防に関する

基本的な対策について理

解し、実践する。 

医療安全対

策 

医療安全対

策 講 習 会 

年 2 回以上

参加し日々

の診療に反

映させる。 

 出席 

（３）患者管理 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 歯科治療上問題となる全

身的な疾患、服用薬剤等に

ついて説明する。 

総合診療 担当患者の外

来診療にて、全

身疾患や服用

薬剤等と歯科

治療上の問題

点を説明する。 

5回（1症例） 研修内容記

録 

チェック表 
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② 患者の医療情報等につい

て、必要に応じて主治の医

師等と診療情報を共有す

る。 

総合診療 担当患者の

外来診療 

1症例 

③ 全身状態に配慮が必要な

患者に対し、歯科治療中に

バイタルサインのモニタ

リングを行う。 

歯科麻酔疼

痛管理科特

別研修 

外来研修 4

日間 

血圧、脈拍等の

バイタルサイ

ンのモニタリ

ングを実施す

る。 

1症例 

④ 歯科診療時の主な併発症

や偶発症への基本的な対

応法を実践する。 

歯科顎口腔

外科特別研

修 

外来研修・病

棟研修で 2

週間 

日々の診療の

中で併発症・偶

発症の予防策

を適時実施す

る。 

入院患者に対

し、術前・術後

の管理を実施

する。 

1症例 

⑤ 入院患者に対し、患者の状

態に応じた基本的な術前・

術後管理及び療養上の管

理を実践する。 

歯科顎口腔

外科特別研

修 

 

1症例 

（４）患者の状態に応じた歯科医療の提供 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 妊娠期、乳幼児期、学齢期、

成人期、高齢期の患者に対

し、各ライフステージに応

じた歯科疾患の基本的な

予防管理、口腔機能管理に

ついて理解し、実践する。 

地域歯科保

健研修 

 

小児歯科特

別研修 

総合診療 

保健福祉セ

ンター研修 

1週間 

外来研修 1

週間 

担当患者の

外来診療 

5症例 

（同じ患者

で①②を経

験する場合

もあること

を踏まえ、①

②合わせて

５症例以上

とする） 

研修内容記

録 

チェック表 

② 各ライフステージ及び全

身状態に応じた歯科医療

を実践する。 

地域歯科保

健研修 

 

 

保健福祉セ

ンター研修1

週間 
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小児歯科特

別研修 

総合診療 

外来研修  1

週間 

担当患者の

外来診療 

③ 障がいを有する患者への

対応を実践する。 

障がい者歯

科特別研修 

外来研修  2

日 

障がい者へ

の対応 

1症例 

 

２）歯科医療に関連する連携と制度の理解等 

本項目は、「Ｂ．資質・能力」のうち、「（６）チーム医療の実践」、「（７）社会における

歯科医療の実践」の具体的な到達目標を示す。 

（１）歯科専門職間の連携 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 歯科衛生士の役割を理解

し、予防処置や口腔衛生管

理等の際に連携を図る。 

歯周病 SPT

研修 

 

外来研修 1

週間 

歯周病治療が

安定期に入っ

た患者に対し、

歯科衛生士と

研修歯科医が

指導歯科医の

下で連携して

診療にあたる。 

 研修内容記

録 

② 歯科技工士の役割を理解

し、適切に歯科技工指示書

を作成するとともに、必要

に応じて連携を図る。 

総合診療 歯科技工指

示書作成 

技工物作製 

 

③ 多職種によるチーム医療

について、その目的、各職

種の役割を理解した上で、

歯科専門職の役割を理解

し、説明する。 

 

口腔支持療

法科特別研

修 

外 来 研 修 

1週間 

入院患者に対

する医科歯科

連携として、歯

科衛生士と共

に口腔ケア等

を行う。 
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（２）多職種連携、地域医療 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 地域包括ケアシステムに

ついて理解し、説明する。 

地域歯科保

健研修 

保健福祉セ

ンター研修 

1週間  

①②講義、講

義受講後、レ

ポート作成 

 研修内容記

録 

 ② 地域包括ケアシステムに

おける歯科医療の役割を

説明する。 

③ がん患者等の周術期等口

腔機能管理において、その

目的及び各専門職の役割

を理解した上で、多職種に

よるチーム医療に参加し、

基本的な口腔機能管理を

経験する。 

口腔支持療

法科特別研

修 

外 来 研 修 

1週間 

 

院内往診 

 

 

 

 

③④⑤ 

各１症例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 歯科専門職が関与する多

職種チーム（例えば栄養サ

ポートチーム、摂食嚥下リ

ハビリテーションチーム、

口腔ケアチーム等）につい

て、その目的及び各専門職

の役割を理解した上で、

チーム医療に参加し、関係

者と連携する。 

⑤ 入院患者の入退院時にお

ける多職種支援について

理解し、参加する。 

（３）地域保健 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 地域の保健・福祉の関係機

関、関係職種を理解し、説

明する。 

地域歯科保

健研修 

 

保健福祉セ

ンター研修 

1週間 

①②講義、講

義受講後レ

ポート作成 

 研修内容記

録 

② 保健所等における地域歯

科保健活動を理解し、説明

する。 

③ 保健所等における地域歯
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科保健活動を経験する。 

④ 歯科健診を経験し、地域住

民に対する健康教育を経

験する。 

（４）歯科医療提供に関連する制度の理解 

 研修内容 研修方略 目標症例数 評価 

① 医療法や歯科医師法をは

じめとする医療に関する

法規及び関連する制度の

目的と仕組みを理解し、説

明する。 

オ リ エ ン

テーション 

研修歯科医

講義 

講義 2回、

講義受講後

レポート作

成 

 出席 

② 医療保険制度を理解し、適

切な保険診療を実践する。 

総合診療 保健福祉セ

ンター研修 

1週間 

日々の保険

診療 

 研修内容記

録 

③ 介護保険制度の目的と仕

組みを理解し、説明する。 

研修歯科医

講義 

保健福祉セ

ンター研修 

1週間 

講義 1回、

講義受講後、

レポート作

成 

 出席 

 

６．研修歯科医の採用について 

 １）研修歯科医の定員（令和８年度） 

    単独型プログラム ４２名 

   複合型プログラム １８名 

２）募集・採用方法 

募集要項を東北大学病院卒後研修センターホームページに掲載し公募する。

申請者は、ホームページから必要書類をダウンロードする。 

提出された小論文等の書類による選考を行う。 

書類審査による評価から申請者に順位を付け、マッチング方式により採用者

を決定する。 

なお、複合型プログラムにおける協力型臨床研修施設と研修歯科医の組合せ

は、採用後、関係者間で調整を行って決定する。 
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７．研修歯科医の処遇（東北大学病院） 

１）身 分･･････････････････医員（研修歯科医）非常勤職員 

２）給与等･･････････････････日額９,０７５円（令和７年度実績） 

該当者には通勤手当を支給 上限 55,000 円 

（通勤距離が 2キロ以上で公共交通機関又は自動車等

を使用することを常例とする者が対象） 

３）時間外勤務・当直････････なし 

４）保 険･･････････････････健康保険（国家公務員共済（短期））、厚生年金保

険、雇用保険および労働者災害補償保険 

５）勤務時間････････････････原則として月曜日から金曜日まで、午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで（正午から午後１時まで休憩時

間）、週３８時間４５分 

６）健康管理････････････････職員一般定期健康診断を年１回実施 

       Ｂ型肝炎抗体検査、小児抗体検査およびワクチン接種 

７）休日・休暇･･････････････土日、祝日および１２月２９日から翌年１月３日まで 

の日、有給休暇１０日（採用から６か月経過後）、他

にリフレッシュ休暇３日、私傷病休暇１０暦日等 

８）歯科医師賠償責任保険････全員必ず加入すること 

（病院単位としては歯科医師個々が補償対象となる保

険の加入は行わない。歯科医師個々の加入を必須とし、

手続きの詳細はオリエンテーションで説明する。） 

９）学会等への参加･･････････学会等への参加は認めるが、費用は自己負担とする 

10）宿 舎･･････････････････なし 

11）研修歯科医室････････････有（２室） 

 

８．研修内容の詳細 

１）東北大学病院における総合研修 

  （１）総合診療研修 

総合診療研修では、各研修歯科医が１年間にわたり数名の患者を担当し、各

種診査に基づいて治療計画を立案し、指導歯科医、主任指導者および実施責任

者等の対診を受けた後、治療計画に沿って治療を行うものである。 

① 研修内容 

総合歯科診療：担当患者の包括的歯科治療を行う。 

② 担当する患者 

・ 新患の中から、研修歯科医の診療に同意が得られた患者を担当する 
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・ 各科から、研修歯科医に適しており同意が得られた患者を担当する 

③ 診療日・診療時間 

月曜日から木曜日の午前・午後（祝日は休診）、金曜日の午前とする。診療

時間は午前９時から午後４時までとする 

④ 対診（プログラム責任者と各科主任指導者） 

成人の新患患者においては一口腔一単位制の理念に基づいて治療方針・治

療計画を立案し、対診を受けること。 

⑤ 当番業務 

・ 総合診療研修の器材係・介補係ほか 

・ 総合診療研修の新患／急患対応（予診係） 

・ 研修歯科医セミナー室、共同技工室、研修歯科医控室の清掃・管理 

・ 業務は別に定める当番表に従って行う 

⑥ カンファレンス 

担当患者の資料整理、問題点の抽出および治療方針・治療計画についてカン

ファレンスを行う。 

カンファレンスは、基本的には火曜日もしくは金曜日の午後に行うことと

し、総合歯科診療部等の指導歯科医が参加し、研修歯科医の有志も参加でき

る。内容は研修歯科医担当患者を対象に、臨床所見・検査所見の解釈、診断、

治療方針の立案および予後の予測などについて検討することである。 

カンファレンスを受けようとする研修歯科医は、総合歯科診療部指導歯科

医にメールで申し込みを行う。 

⑦ 研修記録 

研修歯科医は、担当患者の当院受診歴・初診時治療計画・終了時診査につい

て総合歯科研修記録に記載し患者管理を行う。また、研修歯科医は日々の研

修内容を毎日、研修内容記録に記載する。毎日の指導歯科医の検印は、総合

診療研修（各科・部ごと）および特別研修を行った場合に必ず受けること。

さらに研修内容記録は２週間を単位に総合歯科診療部指導歯科医が確認し

検印する。 

⑧ 予備研修 

患者を担当する前に数週間の予備研修を行う。 

  （２）特別研修 

特別研修は、総合研修のうち、所定の日程に従い、特別研修実施科・部にて

行う。各専門領域における臨床的知識および技術を集中的に習得すること、あ

るいは総合診療研修では経験が難しい特殊な症例を見学または治療すること等

を目的として、一定期間設定されている。 

なお、研修協力施設である仙台市内５カ所の保健福祉センターのうちいずれか
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において、地域歯科保健活動の理解を深めることを目的とした１週間の地域歯

科保健研修を設定している。 

保存系診療科：（外来研修）    １週間 

補綴系診療科：（外来研修）    １週間 

口腔支持療法科（外来研修、院内往診）：  １週間 

小児歯科（外来研修）：        １週間 

矯正歯科（外来研修）：       ２日間 

顎口腔画像診断科（外来研修）：      ３日間 

歯科顎口腔外科（外来研修、病棟研修）：  ２週間 

歯科麻酔疼痛管理科（外来研修）：     ４日間 

顎口腔機能治療部（外来研修）：      ３日間 

障がい者歯科治療部（外来研修）：      ２日間 

歯周病 SPT 研修（外来研修）：      １週間 

地域歯科保健研修（保健福祉センター研修）： １週間 

（３）ＢＬＳ（Basic Life Support）プログラム 

気道確保、人工呼吸、胸部圧迫心臓マッサージ等を中心とした知識および技

術を習得する。 

  （４）研修歯科医臨床講義（毎週金曜日午後） 

各科・部の指導歯科医が、各自の専門分野から講義題目を選定し、最新の歯

科臨床の動向や各科・部独自の研究成果をふまえた講義、あるいは症例検討会

等を実施する。 

  （５）高度専門研修 

より高度な研修を希望する研修歯科医は、先進的な歯科診療について専門指

導歯科医の指導を受けることができる。希望者は、以下の高度専門研修のホス

トとなる科・部を選択する。ただし高度専門研修は週２日程度以内とする。 

【高度専門研修実施診療科・部・センター】 

矯正歯科、小児歯科、口腔支持療法科、顎口腔画像診断科、歯科顎口腔外科、

歯科麻酔疼痛管理科、歯内療法科、咬合修復科、咬合回復科、歯周病科、口腔

機能回復科、総合歯科診療部、顎口腔機能治療部、障がい者歯科治療部、顎顔

面口腔再建治療部、歯科インプラントセンター 

 

２）協力型（Ⅰ）臨床研修施設及び協力型（Ⅱ）臨床研修施設における研修 

（１）東北大学病院の研修プログラムに準じて総合研修を行う。 

  （２）概要 

    協力型（Ⅰ）臨床研修施設 

① 弘前大学医学部附属病院 
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  http s://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/ 

   所在地：青森県弘前市本町５３ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：口腔外科に重点をおいた一般歯科診療、病棟研修   

    ② 東北公済病院 

     https://tohokukosai.com/ 

      所在地：仙台市青葉区国分町２丁目３－１１ 

      定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

     内 容：口腔外科に重点をおいた一般歯科診療      

    ③ 医療法人社団 飯淵歯科医院 

     https://www.iibuchi-dental.com/ 

所在地：宮城県柴田郡柴田町槻木下町１－１－６０ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

   ④ 医療法人社団青葉会 かさはら歯科医院 

    https://www.aobakai.com/ 

     所在地：仙台市宮城野区新田１－１９－５４ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

    ⑤ 医療法人尚歯会 いさはい歯科医院 

      https://www.isahai.jp/ 

所在地：群馬県高崎市京目町６９６ 

      定 員：５月～９月・２名、１０月～翌年２月・２名 

     内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療     

    ⑥ 蕨セントラル歯科・矯正歯科 

     https://warabi-central-dc.com/ 

     所在地：埼玉県蕨市中央７－３５－２ Hiroビル１Ｆ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

   ⑦ 岡崎友愛歯科 

    所在地：愛知県岡崎市筒針町池田１４７－１ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

 ⑧ 近藤歯科医院 

    https://www.kondou-dc.com/ 

所在地：栗原市築館伊豆１－３－２０ 
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定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑨ いずみ中山歯科 

    https://www.izumi-nakayama-do.com/ 

所在地：仙台市泉区南中山２丁目１２－７ 

定 員：１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑩ 医療法人安心会 佐藤歯科医院 

    https://anjinkai.com/about_sato/ 

所在地：仙台市若林区伊在１－３－５ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

    ⑪ 公益財団法人宮城厚生協会 古川民主病院 

     https://www.m-kousei.com/furukawa/ 

所在地：大崎市古川駅東２－１１－１４ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑫ 松島医療生活協同組合 松島海岸診療所 

     http://xn--sjt9en6nk7fqsi68nn67a.jp/dentistry/ 

所在地：宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂２－１１ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

    ⑬ 医療法人社団 日吉歯科診療所 

https://www.hiyoshi-oral-health-center.org/ 

所在地：山形県酒田市日吉町２－１－１６ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑭ かんざき歯科医院 

     https://www.kanzaki-shika.jp/ 

     所在地：仙台市青葉区上杉６丁目２－３８  3 階 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑮ 医療法人東京堂 港町歯科クリニック 

     https://www.minatomachi-dc.jp/ 

     所在地：秋田市土崎港中央３－５－４０ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 
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内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑯ 岸川デンタルオフィス 

  https://www.kishikawa-dental-office.com 

  所在地：仙台市太白区富沢西３－１－１－３ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

     内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑰ 仙台十七歯科医院 

     https://www.sendai17.com/ 

     所在地：仙台市若林区なないろの里３－５－６ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑱ 石巻赤十字病院 

  https://www.ishinomaki.jrc.or.jp/index.html 

  所在地：宮城県石巻市蛇田字西道下７１ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

     内 容：口腔外科に重点をおいた一般歯科診療、病棟研修 

⑲ 東仙台歯科クリニック 

     https://www. higashisendaishika.com/ 

     所在地：仙台市宮城野区鶴ケ谷２－１－１８ 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

⑳ 仙台オープン病院 

  https://www. openhp.or.jp/index.html 

  所在地：仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－１ 

定 員：１０月～翌年２月・１名 

内 容：周術期口腔機能管理を中心とした歯科診療及び医科歯科連

携による口腔機能管理 

㉑ 医療法人育成会 中央歯科クリニック 

https://www.centraldental.or.jp/  

所在地：岩手県一関市花泉町花泉字郷の里 57 番地 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉒ みさと歯科 

所在地：宮城県遠田郡美里町字素山町 138 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 
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㉓ 北四番丁神田歯科・矯正歯科 

https://www.kita4-kanda.jp/ 

所在地：仙台市青葉区上杉 1-17-20 第 6 銅谷ビル 3F 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉔ あざみの総合歯科医院 

https://www.imamiyadental.jp/ 

所在地：神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－９－１３サンサーラあ

ざみ野３F 

定 員：５月～９月・２名、１０月～翌年２月・２名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉕ 医療法人社団煌道会ふなえ歯科クリニック 

https://www.funae-dc.com/ 

所在地：千葉県船橋市本郷町７２７－１ 

定 員：１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉖ 医療法人恵優会 おおたメディカルモール歯科 

https://ommdc.jp/ 

所在地：群馬県太田市下小林町 534-3 メディカルポート太田 

定 員：５月～９月・２名、１０月～翌年２月・２名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉗ 医療法人恵優会 おおたモール歯科 

https://omdc.jp/ 

所在地：群馬県太田市飯塚町 626-1 ベイシアおおたモール内 

定 員：５月～９月・２名、１０月～翌年２月・２名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉘ 医療法人恵優会 アシコタウン歯科 

https://atdc.jp/ 

所在地：栃木県足利市大月町 3-2 アシコタウンあしかが内 

定 員：５月～９月・２名、１０月～翌年２月・２名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

㉙ 医療法人社団 S.H.M.K. 市川ビルさとう歯科医院 

https://www.ichikawadc.jp/ 

所在地：千葉県船橋市本町 1-17-3 市川ビル 1階 

定 員：５月～９月・１名、１０月～翌年２月・１名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 



 24

㉚ 仙台おとなこども歯科・矯正歯科 

https://sendaiotonakodomo-dental.com/ 

所在地：仙台市宮城野区小田原 2-2-52 

定 員：５月～９月・２名、１０月～翌年２月・２名 

内 容：地域医療を中心とした一般歯科診療 

    協力型（Ⅱ）臨床研修施設 

① 長町病院附属歯科クリニック 

所在地：仙台市太白区長町１丁目６－９ 

     協力型（Ⅰ）臨床研修施設⑪の研修を補完 

② 今宮歯科医院 

https://www.imamiyadental.com/ 

所在地：神奈川県大和市中央２－３－１３ 

協力型（Ⅰ）臨床研修施設㉔の研修を補完 

 

９．研修歯科医の評価に関する事項 

１）修了判定を行う項目 

研修の実施状況は「研修内容記録用紙」により、症例数は「研修内容チェック表」

により評価する。また、各科・部および協力型（Ⅰ）臨床研修施設の代表指導歯科

医は、研修目標Ａ、Ｂ、Ｃについて研修歯科医ごとに４段階（A～D）評価を行う。 

２）修了判定を行う基準 

以下の要件を満たすことをもって、修了と判定する： 

・研修内容記録用紙が全て提出されていること。 

・各研修目標に対する４段階（A～D）評価が総合的に C以上（※１）であること。 

・研修内容チェック表における目標症例数の合計は 69症例以上が望ましいが、症

例によって重みづけが異なるため 30症例を必要症例数として判定基準とする。 

なお、重みづけについては、処置毎に１症例と数えないものについては、表（９～

15ページ）に準ずる。必要症例数のうち、優先度の高い処置（※２）として、Ｃ.

基本的診療業務の１）基本的診療能力等にある項目のうち、（２）①、②のａ～ｆ、

④、（３）①、②については最少１症例、（４）①・②についてはライフステージ５

期でそれぞれ最少１症例を実践すること、重要度の高い処置として（３）③、⑤、

（４）③について最少１症例実践すること（18症例）。残り 12症例については、

配当された患者ごとに必要な処置は異なるため、研修歯科医の診断・自主性に基づ

き実施する。 

※１ C：問題あるが修了可の場合、必要に応じて総合歯科診療部において補習を

行い、修了レベルに達するよう指導する。 

※２ 本プログラムは患者配当型を基本としているが、目標症例数を定めている



 25

処置のうち、場合により症例配当型を適用する必要のある処置が該当する。 

Ｃ.基本的診療業務の１）（１）はほぼ全ての患者に行うもの、（２）③、Ｃ.基本的

診療業務の２）（２）③、④、⑤は特定の当番・研修を行うことで必ず経験できる

もの、Ｃ.基本的診療業務の１）（３）④は発生頻度が低いものであるため除外す

る。 

 

１０．研修管理委員会 

総括副病院長、歯科担当副病院長、プログラム責任者、臨床系教授、事務部門責任者、外

部委員、協力型臨床研修施設および研修協力施設の研修実施責任者等で東北大学病院（歯科

部門）研修管理委員会を構成する。 

１）本委員会は次に掲げる事項を行う。 

（１）臨床研修プログラムの作成に関すること 

（２）臨床研修プログラム相互間の調整に関すること 

（３）研修歯科医の全体的な管理に関すること 

（４）研修歯科医の採用、中断、修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理に関

すること 

（５）研修歯科医ごとの研修進捗状況を把握・評価し、修了基準不足部分の研修実

施に対するプログラム責任者及び指導歯科医への指導・助言等有効な研修実

施に関すること 

（６）研修後の進路についての相談等の支援に関すること 

（７）その他委員会の管理運営に関すること 

２）研修歯科医の評価と修了認定 

（１）臨床研修の到達目標については、研修管理委員会において歯科医師臨床研修

要項により、形成的評価を行うこととする。 

    （２）臨床研修の修了認定に際しては、研修管理委員会において自己評価、指導者

評価に基づいて研修歯科医の総括的評価を行う。病院長が研修歯科医に臨

床研修修了証を交付する。 

３）指導歯科医および研修プログラムの評価 

研修管理委員会において、指導歯科医および研修プログラムの評価を行い、次年度

以降の指導体制や研修プログラムの改訂に反映させる。 

 

１１．施設・設備（東北大学病院） 

１）総合研修における総合診療研修は、外来診療棟Ｃ４階の総合歯科診療室にて行う。 

 ２）総合診療研修に伴う技工操作は、外来診療棟Ｃ５階の共同技工室にて行う。 

 ３）総合研修における特別研修は、設定した科・部にて行う。 

４）資料整理、レポート作成、休憩等は、外来診療棟Ｃ４階研修医セミナー室および中
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央診療棟２階研修医休憩室を使用する。 

５）更衣および物品の保管は、病院内研修歯科医ロッカー室を使用する。 
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参考 臨床研修のための施設等 

 

 

総合歯科診療室の専用ユニット      研修歯科医セミナー室 

 

 

共同技工室          研修歯科医休憩室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修歯科医ロッカー室      指導歯科医と研修歯科医 

 

 


